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令和７年２月２６日　　　資料№１
建 　設　 常 　任 　委 　員　 会
　　



１ 建築基準法について

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について

港区街づくり推進事務手数料条例 改正概要

令和４（２０２２）年６月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー
消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により以下の法律が改正されました。

• 低炭素建築物新築等計画認定申請等の手数料を引き上げるとともに、建築物エネル
ギー消費性能適合性判定における評価方法に合わせて申請区分を変更します。

• 確認申請等の審査の中で行う建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する仕様基準
又は誘導仕様基準審査手数料を新設します。

• 建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料を引き上げるとともに、住宅及び小
規模な非住宅等についての適合性判定手数料を新設します。

• 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請等の手数料を引き上げるとともに、建築
物エネルギー消費性能適合性判定における評価方法に合わせて申請区分を変更します。

• 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料を廃止します。

• 500㎡以下の建築物に関する確認申請、完了検査等の手数料を引き上げます。
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資料①



港区街づくり推進事務手数料条例の改正について

主な改正概要

省エネ基準への適合義務化に伴い、建築物が重量化することから、構造安全性の基準への適合を確実に
担保するため、構造関係規定等の審査が必要となる建築物の対象規模が拡大されます。

１ 建築基準法の改正について （令和7年4月1日施行）

出典：「改正建築物省エネ法・建築基準法の３年目施行について」（国土交通省住宅局建築指導課）の資料を抜粋して作成
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港区街づくり推進事務手数料条例の改正について

２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正について （令和7年4月1日施行）

主な改正概要

原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。①

出典：「改正建築物省エネ法・建築基準法の３年目施行について」（国土交通省住宅局建築指導課）の資料を抜粋して作成
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港区街づくり推進事務手数料条例の改正について

省エネ基準は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるほか、評価方法が規定されています。
新たに義務化される住宅の評価方法は、仕様基準、仕様・計算併用、標準計算の３種類になります。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画認定にも同じ評価方法が適用

されます。

②

出典：「改正建築物省エネ法・建築基準法の３年目施行について」（国土交通省住宅局建築指導課）の資料を抜粋して作成
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港区街づくり推進事務手数料条例の改正について

省エネ基準への適合義務化に伴う手続の流れ

小規模
（300㎡未満）

中大規模
（300㎡以上）

適合義務あり

すべて

適合義務あり

確認申請

確認申請省エネ適判

省エネ適判

手数料新設・改正

小規模（300㎡未満）の手数料を新設

現

行

改

正

後

適合義務なし

省エネ計算

任意

手数料廃止

省エネ基準適合認定
（新築の場合は、竣工後）

確認申請
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港区街づくり推進事務手数料条例の申請手数料額について 

 

 

 申請手数料は、人件費及び物件費により構成されています。 

 

 

 

            ＝        ＋                  

        

※手数料は、１００円未満を切り捨てて算出しています。 

 

 

人件費について 

 

 各申請に対し、その内容に応じて受付、書類審査、事務処理等に要する標準的な時間を

設定し、それに時間単価を掛け人件費としています。 

 

《 令和５年度決算による人件費時間単価の算出方法 》 

令和５年度決算額を基にした一般職員１人当たりの人件費 ＝ ７，７６７千円 

人件費単価 ＝ ７，７６７千円 ÷ ２４３日 ÷ （６０分×７．７５時間）  

＝ ６８．７３円／分 

 

 

物件費について 

 

 物件費は、消耗品のほか、通信費、印刷製本費により構成されています。 

○ 通信費：   申請者又は代理者との連絡時の電話代などです。 

○ 印刷製本費： 申請書の様式その他関係書類の印刷代です。 

 

 

 

 

 

申請手数料※ 人 件 費 物 件 費 
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手数料の算出について 

 

建築基準法に基づく事務 

〇建築基準法第６条第４項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査 

（別表１の部７の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７４分×６８．７３円／分                    ＝ ５，０８６円 

② 物件費                     ＝ １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ６，９４６円 

⇒  手数料 ６，９００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１６３分×６８．７３円／分             ＝ １１，２０３円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １３，０６３円 

⇒  手数料 １３，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２７９分×６８．７３円／分             ＝ １９，１７６円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２１，０３６円 

⇒  手数料 ２１，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３３７分×６８．７３円／分             ＝ ２３，１６２円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２５，０２２円 

⇒  手数料 ２５，０００円  
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〇建築基準法第７条第４項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請に対する審査

（別表１の部１５の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

１９２分×６８．７３円／分             ＝ １３，１９６円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １５，０５６円 

⇒  手数料 １５，０００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

２２１分×６８．７３円／分             ＝ １５，１８９円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １７，０４９円 

⇒  手数料 １７，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３３８分×６８．７３円／分             ＝ ２３，２３１円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２５，０９１円 

⇒  手数料 ２５，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

４２５分×６８．７３円／分             ＝ ２９，２１０円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ３１，０７０円 

⇒  手数料 ３１，０００円  
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〇建築基準法第７条第４項の規定に基づく建築物に関する完了検査（中間検査有）の申請

に対する審査（別表１の部１９の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

１４８分×６８．７３円／分             ＝ １０，１７２円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １２，０３２円 

⇒  手数料 １２，０００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

２０６分×６８．７３円／分             ＝ １４，１５８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １６，０１８円 

⇒  手数料 １６，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３０９分×６８．７３円／分             ＝ ２１，２３８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２３，０９８円 

⇒  手数料 ２３，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３９５分×６８．７３円／分             ＝ ２７，１４８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２９，００８円 

⇒  手数料 ２９，０００円  
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〇建築基準法第１８条第３項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 

（別表１の部２５の２の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７４分×６８．７３円／分                 ＝ ５，０８６円 

② 物件費                     ＝ １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ６，９４６円 

⇒  手数料 ６，９００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１６３分×６８．７３円／分             ＝ １１，２０３円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １３，０６３円 

⇒  手数料 １３，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２７９分×６８．７３円／分             ＝ １９，１７６円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２１，０３６円 

⇒  手数料 ２１，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３３７分×６８．７３円／分             ＝ ２３，１６２円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２５，０２２円 

⇒  手数料 ２５，０００円  
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〇建築基準法第１８条第１７項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する 

審査（別表１の部２５の１１の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

１９２分×６８．７３円／分             ＝ １３，１９６円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １５，０５６円 

⇒  手数料 １５，０００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

２２１分×６８．７３円／分             ＝ １５，１８９円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １７，０４９円 

⇒  手数料 １７，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３３８分×６８．７３円／分             ＝ ２３，２３１円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２５，０９１円 

⇒  手数料 ２５，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

４２５分×６８．７３円／分             ＝ ２９，２１０円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ３１，０７０円 

⇒  手数料 ３１，０００円  
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〇建築基準法第１８条第２１項の規定に基づく建築物に関する完了検査（中間検査有） 

の通知に対する審査（別表１の部２５の１５の項） 

・床面積３０㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

１４８分×６８．７３円／分             ＝ １０，１７２円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １２，０３２円 

⇒  手数料 １２，０００円  

 

・床面積３０㎡を超え１００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

２０６分×６８．７３円／分             ＝ １４，１５８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ １６，０１８円 

⇒  手数料 １６，０００円  

 

・床面積１００㎡を超え２００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３０９分×６８．７３円／分             ＝ ２１，２３８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２３，０９８円 

⇒  手数料 ２３，０００円  

 

・床面積２００㎡を超え５００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、現場審査、事務処理等） 

３９５分×６８．７３円／分             ＝ ２７，１４８円 

② 物件費                     ＝  １，８６０円 

③ 合計（①＋②）               ＝ ２９，００８円 

⇒  手数料 ２９，０００円  
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都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料 

〇低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査（別表２の部１の項） 

【適合証がある場合で、誘導仕様基準によらない場合】 

・一戸建て住宅 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７０分×６８．７３円／分          ＝  ４，８１１円 

② 物件費                     ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ５，８６１円 

⇒  手数料  ５，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４３分×６８．７３円／分          ＝  ９，８２８円 

② 物件費                     ＝  １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １１，３７８円 

⇒  手数料 １１，３００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３１４分×６８．７３円／分         ＝ ２１，５８１円 

② 物件費                    ＝  ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２３，８８１円 

⇒  手数料 ２３，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６８１分×６８．７３円／分         ＝ ４６，８０５円 

② 物件費                    ＝  ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ５２，８５５円 

⇒  手数料 ５２，８００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２１８分×６８．７３円／分        ＝  ８３，７１３円 

② 物件費                    ＝ １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ９４，７６３円 

⇒  手数料 ９４，７００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４２分×６８．７３円／分            ＝   ９，７５９円 

② 物件費                    ＝  １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １１，３０９円 

⇒  手数料 １１，３００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２５４分×６８．７３円／分             ＝ １７，４５７円 

② 物件費                     ＝  ２，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １９，５０７円 

⇒  手数料 １９，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４０９分×６８．７３円／分            ＝ ２８，１１０円 

② 物件費                    ＝  ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ３１，６６０円 

⇒  手数料 ３１，６００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２８５分×６８．７３円／分        ＝ ８８，３１８円 

② 物件費                    ＝  ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                     ＝ ９４，３６８円 

⇒  手数料 ９４，３００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，００８分×６８．７３円／分       ＝ １３８，００９円 

② 物件費                   ＝   １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                 ＝ １４９，０５９円 

⇒  手数料 １４９，０００円 

 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２８６分×６８．７３円／分          ＝ １９，６５６円 

② 物件費                     ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２０，７０６円 

⇒  手数料 ２０，７００円  

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０８分×６８．７３円／分          ＝ ２１，１６８円 

② 物件費                     ＝  １，１００円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２２，２６８円 

⇒  手数料 ２２，２００円 
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【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４２３分×６８．７３円／分         ＝ ２９，０７２円 

② 物件費                    ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ３０，１２２円 

⇒  手数料 ３０，１００円  

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４６８分×６８．７３円／分         ＝ ３２，１６５円 

② 物件費                    ＝  １，１００円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ３３，２６５円 

⇒  手数料 ３３，２００円  

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５７０分×６８．７３円／分         ＝ ３９，１７６円 

② 物件費                    ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ４０，２２６円 

⇒ 手数料 ４０，２００円 

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６３８分×６８．７３円／分            ＝ ４３，８４９円 

② 物件費                    ＝  １，１００円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ４４，９４９円 

⇒  手数料 ４４，９００円 
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【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５４１分×６８．７３円／分          ＝  ３７，１８２円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ３８，７３２円 

⇒  手数料 ３８，７００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９４０分×６８．７３円／分           ＝  ６４，６０６円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ６６，９０６円 

⇒  手数料 ６６，９００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，６５９分×６８．７３円／分     ＝ １１４，０２３円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １２０，０７３円 

⇒ 手数料 １２０，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５０３分×６８．７３円／分       ＝ １７２，０３１円 

② 物件費                   ＝   １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ １８３，０８１円 

⇒  手数料 １８３，０００円 
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【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８４８分×６８．７３円／分          ＝  ５８，２８３円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ５９，８３３円 

⇒  手数料  ５９，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４２２分×６８．７３円／分       ＝  ９７，７３４円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝ １００，０３４円 

⇒  手数料 １００，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，４５９分×６８．７３円／分     ＝ １６９，００７円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １７５，０５７円 

⇒ 手数料 １７５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３， ５６５分×６８．７３円／分       ＝ ２４５，０２２円 

③  物件費                   ＝   １１，０５０円 

④ 合計（①＋②）                ＝ ２５６，０７２円 

⇒  手数料 ２５６，０００円 

 

 

 

 

19



 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，１５６分×６８．７３円／分        ＝  ７９，４５１円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ８１，００１円 

⇒  手数料  ８１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，９３１分×６８．７３円／分       ＝ １３２，７１７円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝ １３５，０１７円 

⇒  手数料 １３５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，２４５分×６８．７３円／分     ＝ ２２３，０２８円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２２９，０７８円 

⇒ 手数料 ２２９，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，６２７分×６８．７３円／分       ＝ ３１８，０１３円 

② 物件費                   ＝   １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ３２９，０６３円 

⇒  手数料 ３２９，０００円 
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【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４６２分×６８．７３円／分        ＝ １００，４８３円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ １０２，０３３円 

⇒  手数料 １０２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，８４８分×６８．７３円／分       ＝ １２７，０１３円 

② 物件費                   ＝   ２，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ １２９，０６３円 

⇒  手数料 １２９，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，４３７分×６８．７３円／分     ＝ １６７，４９５円 

② 物件費                   ＝   ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １７１，０４５円 

⇒ 手数料 １７１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未

満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，９２８分×６８．７３円／分       ＝ ２６９，９７１円 

② 物件費                   ＝    ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ２７６，０２１円 

⇒  手数料 ２７６，０００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，０９３分×６８．７３円／分       ＝ ３５０，０４２円 

② 物件費                   ＝   １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ３６１，０９２円 

⇒  手数料 ３６１，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，８４８分×６８．７３円／分        ＝ ２６４，４７３円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ２６６，０２３円 

⇒  手数料 ２６６，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，８３０分×６８．７３円／分       ＝ ３３１，９６６円 

② 物件費                   ＝   ２，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ３３４，０１６円 

⇒  手数料 ３３４，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２２０分×６８．７３円／分     ＝ ４２７，５０１円 

② 物件費                   ＝   ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ４３１，０５１円 

⇒ 手数料 ４３１，０００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８，８６１分×６８．７３円／分       ＝ ６０９，０１７円 

② 物件費                   ＝    ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ６１５，０６７円 

⇒  手数料 ６１５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０，８６９分×６８．７３円／分       ＝ ７４７，０２６円 

② 物件費                   ＝   １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝ ７５８，０７６円 

⇒  手数料 ７５８，０００円 

 

〇低炭素建築物新築等計画変更の認定の申請に対する審査（別表２の部２の項） 

【適合証がある場合で、誘導仕様基準によらない場合】 

・一戸建て住宅 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４５分×６８．７３円／分          ＝  ３，０９２円 

② 物件費                     ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ４，１４２円 

⇒  手数料  ４，１００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９５分×６８．７３円／分          ＝  ６，５２９円 

② 物件費                     ＝  １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ８，０７９円 

⇒  手数料  ８，０００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２１０分×６８．７３円／分         ＝ １４，４３３円 

② 物件費                    ＝  ２，３００円 

③  合計（①＋②）                  ＝ １６，７３３円 

⇒  手数料 １６，７００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４５１分×６８．７３円／分         ＝ ３０，９９７円 

② 物件費                    ＝  ６，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ３７，０４７円 

⇒  手数料 ３７，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８０８分×６８．７３円／分         ＝ ５５，５３３円 

② 物件費                    ＝ １１，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ６６，５８３円 

⇒  手数料 ６６，５００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９５分×６８．７３円／分          ＝  ６，５２９円 

② 物件費                     ＝  １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ８，０７９円 

⇒  手数料  ８，０００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７２分×６８．７３円／分         ＝ １１，８２１円 

② 物件費                    ＝  ２，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ １３，８７１円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２７２分×６８．７３円／分          ＝ １８，６９４円 

② 物件費                    ＝  ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                   ＝ ２２，２４４円 

⇒  手数料 ２２，２００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８７５分×６８．７３円／分         ＝ ６０，１３８円 

② 物件費                    ＝  ６，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ６６，１８８円 

⇒  手数料 ６６，１００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３５３分×６８．７３円／分      ＝  ９２，９９１円 

② 物件費                    ＝  １１，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ １０４，０４１円 

⇒  手数料 １０４，０００円  

 

 

 

 

25



 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１９３分×６８．７３円／分          ＝ １３，２６４円 

② 物件費                     ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １４，３１４円 

⇒  手数料 １４，３００円  

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２０５分×６８．７３円／分          ＝ １４，０８９円 

② 物件費                     ＝  １，１００円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １５，１８９円 

⇒  手数料 １５，１００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２９２分×６８．７３円／分         ＝ ２０，０６９円 

② 物件費                    ＝  １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２１，１１９円 

⇒  手数料 ２１，１００円  

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２４分×６８．７３円／分            ＝ ２２，２６８円 

② 物件費                    ＝  １，１００円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ２３，３６８円 

⇒  手数料 ２３，３００円 
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【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３９７分×６８．７３円／分          ＝  ２７，２８５円 

② 物件費                   ＝   １，０５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ２８，３３５円 

⇒  手数料  ２８，３００円 

 

・一戸建て住宅で当該部分の床面積が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４４３分×６８．７３円／分            ＝ ３０，４４７円 

② 物件費                    ＝  １，１００円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ３１，５４７円 

⇒  手数料 ３１，５００円 

 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３６８分×６８．７３円／分          ＝  ２５，２９２円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ２６，８４２円 

⇒  手数料 ２６，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６４４分×６８．７３円／分       ＝  ４４，２６２円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ４６，５６２円 

⇒  手数料 ４６，５００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，１４６分×６８．７３円／分     ＝  ７８，７６４円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝  ８４，８１４円 

⇒  手数料 ８４，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，６８８分×６８．７３円／分     ＝ １１６，０１６円 

② 物件費                   ＝  １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １２７，０６６円 

⇒ 手数料 １２７，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５８９分×６８．７３円／分           ＝  ４０，４８１円 

② 物件費                    ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                 ＝  ４２，０３１円 

⇒  手数料 ４２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９９３分×６８．７３円／分           ＝  ６８，２４８円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ７０，５４８円 

⇒  手数料 ７０，５００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，６８８分×６８．７３円／分     ＝ １１６，０１６円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １２２，０６６円 

⇒ 手数料 １２２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，４４５分×６８．７３円／分     ＝ １６８，０４４円 

② 物件費                   ＝  １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １７９，０９４円 

⇒ 手数料 １７９，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８０４分×６８．７３円／分          ＝  ５５，２５８円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ５６，８０８円 

⇒  手数料 ５６，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が３００㎡以上２，０００㎡未満のも

の 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４３分×６８．７３円／分        ＝  ９２，３０４円 

② 物件費                   ＝   ２，３００円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ９４，６０４円 

⇒  手数料 ９４，６００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，２５５分×６８．７３円／分     ＝ １５４，９８６円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １６１，０３６円 

⇒ 手数料 １６１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡以

下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，２０１分×６８．７３円／分     ＝ ２２０，００４円 

② 物件費                   ＝  １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２３１，０５４円 

⇒ 手数料 ２３１，０００円 

 

【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，０２０分×６８．７３円／分        ＝  ７０，１０４円 

② 物件費                   ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                ＝  ７１，６５４円 

⇒  手数料 ７１，６００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２９６分×６８．７３円／分        ＝ ８９，０７４円 

② 物件費                    ＝  ２，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ９１，１２４円 

⇒  手数料 ９１，１００円  

 

 

 

 

30



 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，６８０分×６８．７３円／分         ＝ １１５，４６６円 

② 物件費                    ＝   ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                   ＝ １１９，０１６円 

⇒  手数料 １１９，０００円 

 

・一戸建て住宅外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未満

のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，７２１分×６８．７３円／分     ＝ １８７，０１４円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ １９３，０６４円 

⇒ 手数料 １９３，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，５２１分×６８．７３円／分     ＝ ２４１，９９８円 

② 物件費                   ＝  １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ２５３，０４８円 

⇒ 手数料 ２５３，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡未満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６８５分×６８．７３円／分         ＝ １８４，５４０円 

② 物件費                    ＝   １，５５０円 

③ 合計（①＋②）                 ＝ １８６，０９０円 

⇒  手数料 １８６，０００円 

 

 

 

 

31



 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が３００㎡以上１，０００㎡未満の

もの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３７５分×６８．７３円／分        ＝ ２３１，９６３円 

② 物件費                    ＝   ２，０５０円 

③  合計（①＋②）                  ＝ ２３４，０１３円 

⇒  手数料 ２３４，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が１，０００㎡以上２，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３２９分×６８．７３円／分         ＝ ２９７，５３２円 

② 物件費                    ＝   ３，５５０円 

③ 合計（①＋②）                   ＝ ３０１，０８２円 

⇒  手数料 ３０１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が２，０００㎡以上５，０００㎡未

満のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，１６９分×６８．７３円／分     ＝ ４２３，９９５円 

② 物件費                   ＝   ６，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ４３０，０４５円 

⇒ 手数料 ４３０，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物で非住宅部分の床面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡

以下のもの 

① 人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７，５６６分×６８．７３円／分     ＝ ５２０，０１１円 

② 物件費                   ＝  １１，０５０円 

③ 合計（①＋②）                  ＝ ５３１，０６１円 

⇒ 手数料 ５３１，０００円 
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料 

〇建築基準法第６条第４項及び同法第１８条第３項に基づく審査の中で行う仕様基準の

審査（別表３の部１の項） 

・一戸建て住宅で床面積の合計が３０㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３７分×６８．７３円／分          ＝ ２，５４３円 

②物件費                     ＝    ５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２，５９３円 

⇒  手数料 ２，５００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が３０㎡超え 1００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６９分×６８．７３円／分          ＝ ４，７４２円 

②物件費                     ＝    ５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４，７９２円 

⇒  手数料 ４，７００円  

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が１００㎡超え２００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１１３分×６８．７３円／分          ＝ ７，７６６円 

②物件費                     ＝    ５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７，８１６円 

⇒  手数料 ７，８００円  

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡超えのもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１３７分×６８．７３円／分          ＝ ９，４１６円 

②物件費                     ＝    ５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９，４６６円 

⇒  手数料 ９，４００円  
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・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が３０㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６２分×６８．７３円／分          ＝ ４，２６１円 

②物件費                     ＝   １００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４，３６１円 

⇒  手数料 ４，３００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が３０㎡超え１００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１１９分×６８．７３円／分          ＝ ８，１７８円 

②物件費                     ＝   １００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，２７８円 

⇒  手数料 ８，２００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が１００㎡超え２００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１９３分×６８．７３円／分          ＝ １３，２６４円 

②物件費                     ＝    １００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，３６４円 

⇒  手数料 １３，３００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が２００㎡超え５００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２３０分×６８．７３円／分          ＝ １５，８０７円 

②物件費                     ＝    １００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １５，９０７円 

⇒  手数料 １５，９００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が５００㎡超え１，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２４分×６８．７３円／分          ＝ ２２，２６８円 

②物件費                     ＝    １００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，３６８円 

⇒  手数料 ２２，３００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が１，０００㎡超え２，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４４８分×６８．７３円／分          ＝ ３０，７９１円 

②物件費                     ＝    ５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，３４１円 

⇒  手数料 ３１，３００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が２，０００㎡超え５，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７１１分×６８．７３円／分          ＝ ４８，８６７円 

②物件費                     ＝  １，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５０，１６７円 

⇒  手数料 ５０，１００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅で床面積の合計が５，０００㎡超えのもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９６６分×６８．７３円／分          ＝ ６６，３９３円 

②物件費                     ＝  ２，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６８，９４３円 

⇒  手数料 ６８，９００円 

 

〇建築物エネルギー消費性能適合判定の申請に対する審査（別表３の部２の項） 

【適合証がある場合】 

・一戸建て住宅のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７０分×６８．７３円／分          ＝ ４，８１１円 

②物件費                     ＝ １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５，８６１円 

⇒  手数料 ５，８００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４９分×６８．７３円／分         ＝ １０，２４０円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１，３４０円 

⇒  手数料 １１，３００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２４分×６８．７３円／分         ＝ ２２，２６８円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３，８１８円 

⇒  手数料 ２３，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００ 

㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７４０分×６８．７３円／分         ＝ ５０，８６０円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５２，８６０円 

⇒  手数料 ５２，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上 

１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４５分×６８．７３円／分      ＝ ９２，４４１円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，７４１円 

⇒  手数料 ９４，７００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４９分×６８．７３円／分         ＝ １０，２４０円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１，３４０円 

⇒  手数料 １１，３００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２６２分×６８．７３円／分         ＝ １８，００７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９，５５７円 

⇒  手数料 １９，５００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４３８分×６８．７３円／分         ＝ ３０，１０３円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，６５３円 

⇒  手数料 ３１，６００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４４分×６８．７３円／分        ＝ ９２，３７３円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，３７３円 

⇒  手数料 ９４，３００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，１３５分×６８．７３円／分        ＝ １４６，７３８円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４９，０３８円 

⇒  手数料 １４９，０００円  
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【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２８６分×６８．７３円／分          ＝ １９，６５６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２０，７０６円 

⇒  手数料 ２０，７００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０９分×６８．７３円／分          ＝ ２１，２３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２８７円 

⇒  手数料 ２２，２００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４２４分×６８．７３円／分          ＝ ２９，１４１円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０，１９１円 

⇒  手数料 ３０，１００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４６８分×６８．７３円／分          ＝ ３２，１６５円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３３，２１５円 

⇒  手数料 ３３，２００円 
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【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５７０分×６８．７３円／分          ＝ ３９，１７６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４０，２２６円 

⇒  手数料 ４０，２００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６３９分×６８．７３円／分          ＝ ４３，９１８円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４４，９６８円 

⇒  手数料 ４４，９００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５４８分×６８．７３円／分          ＝ ３７，６６４円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３８，７６４円 

⇒  手数料 ３８，７００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９５２分×６８．７３円／分             ＝ ６５，４３０円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，９８０円 

⇒  手数料 ６６，９００円 

 

 

 

 

 

 

39



 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７１３分×６８．７３円／分         ＝ １１７，７３４円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２０，０３４円 

⇒  手数料 １２０，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６１２分×６８．７３円／分         ＝ １７９，５２２円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８３，０７２円 

⇒  手数料 １８３，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８５５分×６８．７３円／分          ＝ ５８，７６４円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５９，８６４円 

⇒  手数料 ５９，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４３３分×６８．７３円／分          ＝  ９８，４９０円 

②物件費                     ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １００，０４０円 

⇒  手数料 １００，０００円 

 

 

 

 

 

40



 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５１８分×６８．７３円／分         ＝ １７３，０６２円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７５，０６２円 

⇒  手数料 １７５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，６９６分×６８．７３円／分         ＝ ２５４，０２６円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２５６，０２６円 

⇒  手数料 ２５６，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，１６３分×６８．７３円／分         ＝ ７９，９３２円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８１，０３２円 

⇒  手数料 ８１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，９４２分×６８．７３円／分          ＝ １３３，４７３円 

②物件費                     ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３５，０２３円 

⇒  手数料 １３５，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３０３分×６８．７３円／分         ＝ ２２７，０１５円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２９，０１５円 

⇒  手数料 ２２９，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，７５８分×６８．７３円／分         ＝ ３２７，０１７円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３２９，０１７円 

⇒  手数料 ３２９，０００円 

 

【適合証がない場合】 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４９分×６８．７３円／分         ＝ １０，２４０円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１，３４０円 

⇒  手数料 １１，３００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２６２分×６８．７３円／分         ＝ １８，００７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９，５５７円 

⇒  手数料 １９，５００円  
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・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４３８分×６８．７３円／分         ＝ ３０，１０３円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，６５３円 

⇒  手数料 ３１，６００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４４分×６８．７３円／分        ＝ ９２，３７３円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，３７３円 

⇒  手数料 ９４，３００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡ 

以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，１３５分×６８．７３円／分        ＝ １４６，７３８円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４９，０３８円 

⇒  手数料 １４９，０００円  

 

【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４６９分×６８．７３円／分      ＝ １００，９６４円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０２，０６４円 

⇒  手数料 １０２，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，８５５分×６８．７３円／分        ＝ １２７，４９４円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２９，０４４円 

⇒  手数料 １２９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，４５９分×６８．７３円／分      ＝ １６９，００７円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７１，００７円 

⇒  手数料 １７１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，９８７分×６８．７３円／分        ＝ ２７４，０２６円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２７６，０２６円 

⇒  手数料 ２７６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，２２４分×６８．７３円／分        ＝ ３５９，０４５円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３６１，０４５円 

⇒  手数料 ３６１，０００円  

 

【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，８５５分×６８．７３円／分      ＝ ２６４，９５４円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２６６，０５４円 

⇒  手数料 ２６６，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，８３８分×６８．７３円／分        ＝ ３３２，５１５円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３３４，０６５円 

⇒  手数料 ３３４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２４２分×６８．７３円／分      ＝ ４２９，０１２円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３１，０１２円 

⇒  手数料 ４３１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８，９１９分×６８．７３円／分        ＝ ６１３，００２円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６１５，００２円 

⇒  手数料 ６１５，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１１，０００分×６８．７３円／分        ＝ ７５６，０３０円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７５８，０３０円 

⇒  手数料 ７５８，０００円  
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〇建築物エネルギー消費性能確保計画の変更申請に対する審査（別表３の部３の項） 

【適合証がある場合】 

・一戸建て住宅のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４５分×６８．７３円／分          ＝ ３，０９２円 

②物件費                     ＝ １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４，１４２円 

⇒  手数料 ４，１００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２２１分×６８．７３円／分         ＝ １５，１８９円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６，７３９円 

⇒  手数料 １６，７００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００ 

㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５１０分×６８．７３円／分         ＝ ３５，０５２円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３７，０５２円 

⇒  手数料 ３７，０００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上 

１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３５分×６８．７３円／分          ＝ ６４，２６２円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，５６２円 

⇒  手数料 ６６，５００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７９分×６８．７３円／分         ＝ １２，３０２円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，８５２円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０１分×６８．７３円／分         ＝ ２０，６８７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２３７円 

⇒  手数料 ２２，２００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３３分×６８．７３円／分            ＝ ６４，１２５円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，１２５円 

⇒  手数料 ６６，１００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４８０分×６８．７３円／分        ＝ １０１，７２０円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０４，０２０円 

⇒  手数料 １０４，０００円  

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１９３分×６８．７３円／分          ＝ １３，２６４円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４，３１４円 

⇒  手数料 １４，３００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２０５分×６８．７３円／分          ＝ １４，０８９円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １５，１３９円 

⇒  手数料 １５，１００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２９３分×６８．７３円／分          ＝ ２０，１３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２１，１８７円 

⇒  手数料 ２１，１００円 

 

 

 

 

 

 

48



 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２５分×６８．７３円／分          ＝ ２２，３３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３，３８７円 

⇒  手数料 ２３，３００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３９７分×６８．７３円／分          ＝ ２７，２８５円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２８，３３５円 

⇒  手数料 ２８，３００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４４４分×６８．７３円／分          ＝ ３０，５１６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，５６６円 

⇒  手数料 ３１，５００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３７４分×６８．７３円／分          ＝ ２５，７０５円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２６，８０５円 

⇒  手数料 ２６，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６５５分×６８．７３円／分             ＝ ４５，０１８円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４６，５６８円 

⇒  手数料 ４６，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２０１分×６８．７３円／分         ＝ ８２，５４４円 

②物件費                     ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８４，８４４円 

⇒  手数料 ８４，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７９７分×６８．７３円／分         ＝ １２３，５０７円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２７，０５７円 

⇒  手数料 １２７，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５９６分×６８．７３円／分          ＝ ４０，９６３円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４２，０６３円 

⇒  手数料 ４２，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，００４分×６８．７３円／分          ＝ ６９，００４円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７０，５５４円 

⇒  手数料 ７０，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７４７分×６８．７３円／分         ＝ １２０，０７１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２２，０７１円 

⇒  手数料 １２２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５７６分×６８．７３円／分         ＝ １７７，０４８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７９，０４８円 

⇒  手数料 １７９，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８１１分×６８．７３円／分             ＝ ５５，７４０円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５６，８４０円 

⇒  手数料 ５６，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３５５分×６８．７３円／分          ＝ ９３，１２９円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，６７９円 

⇒  手数料 ９４，６００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，３１４分×６８．７３円／分         ＝ １５９，０４１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６１，０４１円 

⇒  手数料 １６１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３３２分×６８．７３円／分         ＝ ２２９，００８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３１，００８円 

⇒  手数料 ２３１，０００円 

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝  ６，９４１円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝  ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  
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・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満の 

もの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７９分×６８．７３円／分         ＝ １２，３０２円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，８５２円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０１分×６８．７３円／分         ＝ ２０，６８７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２３７円 

⇒  手数料 ２２，２００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３３分×６８．７３円／分           ＝ ６４，１２５円 

②物件費                   ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，１２５円 

⇒  手数料 ６６，１００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡ 

以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４８０分×６８．７３円／分        ＝ １０１，７２０円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０４，０２０円 

⇒  手数料 １０４，０００円  
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【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，０２６分×６８．７３円／分      ＝ ７０，５１６円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７１，６１６円 

⇒  手数料 ７１，６００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３０３分×６８．７３円／分        ＝ ８９，５５５円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９１，１０５円 

⇒  手数料 ９１，１００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７０３分×６８．７３円／分      ＝ １１７，０４７円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１９，０４７円 

⇒  手数料 １１９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，７７９分×６８．７３円／分        ＝ １９１，０００円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９３，０００円 

⇒  手数料 １９３，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，６５２分×６８．７３円／分        ＝ ２５１，００１円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２５３，００１円 

⇒  手数料 ２５３，０００円  
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【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６９１分×６８．７３円／分      ＝ １８４，９５２円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８６，０５２円 

⇒  手数料 １８６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３８３分×６８．７３円／分        ＝ ２３２，５１３円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３４，０６３円 

⇒  手数料 ２３４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３５１分×６８．７３円／分      ＝ ２９９，０４４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０１，０４４円 

⇒  手数料 ３０１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２２８分×６８．７３円／分        ＝ ４２８，０５０円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３０，０５０円 

⇒  手数料 ４３０，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７，６９７分×６８．７３円／分        ＝ ５２９，０１４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５３１，０１４円 

⇒  手数料 ５３１，０００円  
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〇建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請に対する審査（別表３の部４の項） 

【適合証がある場合】 

・一戸建て住宅のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７０分×６８．７３円／分          ＝ ４，８１１円 

②物件費                     ＝ １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５，８６１円 

⇒  手数料 ５，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４９分×６８．７３円／分         ＝ １０，２４０円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１，３４０円 

⇒  手数料 １１，３００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２４分×６８．７３円／分         ＝ ２２，２６８円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３，８１８円 

⇒  手数料 ２３，８００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００ 

㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７４０分×６８．７３円／分         ＝ ５０，８６０円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５２，８６０円 

⇒  手数料 ５２，８００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４５分×６８．７３円／分      ＝ ９２，４４１円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，７４１円 

⇒  手数料 ９４，７００円  

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，６９８分×６８．７３円／分      ＝ １１６，７０３円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１９，００３円 

⇒  手数料 １１９，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，１０２分×６８．７３円／分      ＝ １４４，４７０円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４８，０２０円 

⇒  手数料 １４８，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４９分×６８．７３円／分         ＝ １０，２４０円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１，３４０円 

⇒  手数料 １１，３００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２６２分×６８．７３円／分         ＝ １８，００７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９，５５７円 

⇒  手数料 １９，５００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４３８分×６８．７３円／分         ＝ ３０，１０３円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，６５３円 

⇒  手数料 ３１，６００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３４４分×６８．７３円／分        ＝ ９２，３７３円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，３７３円 

⇒  手数料 ９４，３００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，１３５分×６８．７３円／分        ＝ １４６，７３８円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４９，０３８円 

⇒  手数料 １４９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，７０２分×６８．７３円／分        ＝ １８５，７０８円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８８，００８円 

⇒  手数料 １８８，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３６８分×６８．７３円／分        ＝ ２３１，４８２円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３５，０３２円 

⇒  手数料 ２３５，０００円  

 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２８６分×６８．７３円／分          ＝ １９，６５６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２０，７０６円 

⇒  手数料 ２０，７００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０９分×６８．７３円／分          ＝ ２１，２３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２８７円 

⇒  手数料 ２２，２００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４２４分×６８．７３円／分          ＝ ２９，１４１円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０，１９１円 

⇒  手数料 ３０，１００円 
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・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４６８分×６８．７３円／分          ＝ ３２，１６５円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３３，２１５円 

⇒  手数料 ３３，２００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５７０分×６８．７３円／分          ＝ ３９，１７６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４０，２２６円 

⇒  手数料 ４０，２００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６３９分×６８．７３円／分          ＝ ４３，９１８円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４４，９６８円 

⇒  手数料 ４４，９００円 

 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５４８分×６８．７３円／分          ＝ ３７，６６４円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３８，７６４円 

⇒  手数料 ３８，７００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９５２分×６８．７３円／分             ＝ ６５，４３０円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，９８０円 

⇒  手数料 ６６，９００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７１３分×６８．７３円／分         ＝ １１７，７３４円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２０，０３４円 

⇒  手数料 １２０，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６１２分×６８．７３円／分         ＝ １７９，５２２円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８３，０７２円 

⇒  手数料 １８３，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８５５分×６８．７３円／分          ＝ ５８，７６４円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５９，８６４円 

⇒  手数料 ５９，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４３３分×６８．７３円／分          ＝  ９８，４９０円 

②物件費                     ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １００，０４０円 

⇒  手数料 １００，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５１８分×６８．７３円／分         ＝ １７３，０６２円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７５，０６２円 

⇒  手数料 １７５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，６９６分×６８．７３円／分         ＝ ２５４，０２６円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２５６，０２６円 

⇒  手数料 ２５６，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３９０分×６８．７３円／分         ＝ ３０１，７２４円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０４，０２４円 

⇒  手数料 ３０４，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，０９９分×６８．７３円／分         ＝ ３５０，４５４円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３５４，００４円 

⇒  手数料 ３５４，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，１６３分×６８．７３円／分         ＝ ７９，９３２円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８１，０３２円 

⇒  手数料 ８１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，９４２分×６８．７３円／分          ＝ １３３，４７３円 

②物件費                     ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３５，０２３円 

⇒  手数料 １３５，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３０３分×６８．７３円／分         ＝ ２２７，０１５円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２９，０１５円 

⇒  手数料 ２２９，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，７５８分×６８．７３円／分         ＝ ３２７，０１７円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３２９，０１７円 

⇒  手数料 ３２９，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，６４１分×６８．７３円／分         ＝ ３８７，７０５円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３９０，００５円 

⇒  手数料 ３９０，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，４８２分×６８．７３円／分         ＝ ４４５，５０７円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４４９，０５７円 

⇒  手数料 ４４９，０００円 

 

【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４６９分×６８．７３円／分      ＝ １００，９６４円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０２，０６４円 

⇒  手数料 １０２，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，８５５分×６８．７３円／分        ＝ １２７，４９４円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２９，０４４円 

⇒  手数料 １２９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，４５９分×６８．７３円／分      ＝ １６９，００７円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７１，００７円 

⇒  手数料 １７１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，９８７分×６８．７３円／分        ＝ ２７４，０２６円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２７６，０２６円 

⇒  手数料 ２７６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，２２４分×６８．７３円／分        ＝ ３５９，０４５円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３６１，０４５円 

⇒  手数料 ３６１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２８２分×６８．７３円／分        ＝ ４３１，７６１円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３４，０６１円 

⇒  手数料 ４３４，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７，３５５分×６８．７３円／分        ＝ ５０５，５０９円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５０９，０５９円 

⇒  手数料 ５０９，０００円  

 

【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，８５５分×６８．７３円／分      ＝ ２６４，９５４円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２６６，０５４円 

⇒  手数料 ２６６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，８３８分×６８．７３円／分        ＝ ３３２，５１５円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３３４，０６５円 

⇒  手数料 ３３４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２４２分×６８．７３円／分      ＝ ４２９，０１２円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３１，０１２円 

⇒  手数料 ４３１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８，９１９分×６８．７３円／分        ＝ ６１３，００２円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６１５，００２円 

⇒  手数料 ６１５，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１１，０００分×６８．７３円／分        ＝ ７５６，０３０円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７５８，０３０円 

⇒  手数料 ７５８，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１３，００４分×６８．７３円／分        ＝ ８９３，７６４円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８９６，０６４円 

⇒  手数料 ８９６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１４，７９０分×６８．７３円／分       ＝ １，０１６，５１６円 

②物件費                   ＝     ３，５５０円 

③合計（①＋②）                   ＝ １，０２０，０６６円 

⇒  手数料 １，０２０，０００円  

 

〇建築物エネルギー消費性能向上計画の変更申請に対する審査（別表３の部５の項） 

【適合証がある場合】 

・一戸建て住宅のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４５分×６８．７３円／分          ＝ ３，０９２円 

②物件費                     ＝ １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４，１４２円 

⇒  手数料 ４，１００円 
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２２１分×６８．７３円／分         ＝ １５，１８９円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６，７３９円 

⇒  手数料 １６，７００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００ 

㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５１０分×６８．７３円／分         ＝ ３５，０５２円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３７，０５２円 

⇒  手数料 ３７，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上 

１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３５分×６８．７３円／分          ＝ ６４，２６２円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，５６２円 

⇒  手数料 ６６，５００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上 

２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，１８２分×６８．７３円／分         ＝ ８１，２３８円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８３，５３８円 

⇒  手数料 ８３，５００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４４７分×６８．７３円／分         ＝  ９９，４５２円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０３，００２円 

⇒  手数料 １０３，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７９分×６８．７３円／分         ＝ １２，３０２円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，８５２円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０１分×６８．７３円／分         ＝ ２０，６８７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２３７円 

⇒  手数料 ２２，２００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３３分×６８．７３円／分            ＝ ６４，１２５円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，１２５円 

⇒  手数料 ６６，１００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４８０分×６８．７３円／分        ＝ １０１，７２０円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０４，０２０円 

⇒  手数料 １０４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，８８８分×６８．７３円／分        ＝ １２９，７６２円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３２，０６２円 

⇒  手数料 １３２，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，３５０分×６８．７３円／分        ＝ １６１，５１５円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６５，０６５円 

⇒  手数料 １６５，０００円  

 

【適合証がない場合で、誘導仕様基準による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１９３分×６８．７３円／分          ＝ １３，２６４円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４，３１４円 

⇒  手数料 １４，３００円 
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・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２０５分×６８．７３円／分          ＝ １４，０８９円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １５，１３９円 

⇒  手数料 １５，１００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２９３分×６８．７３円／分          ＝ ２０，１３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２１，１８７円 

⇒  手数料 ２１，１００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２５分×６８．７３円／分          ＝ ２２，３３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３，３８７円 

⇒  手数料 ２３，３００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３９７分×６８．７３円／分          ＝ ２７，２８５円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２８，３３５円 

⇒  手数料 ２８，３００円 
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・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４４４分×６８．７３円／分          ＝ ３０，５１６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，５６６円 

⇒  手数料 ３１，５００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３７４分×６８．７３円／分          ＝ ２５，７０５円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２６，８０５円 

⇒  手数料 ２６，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６５５分×６８．７３円／分             ＝ ４５，０１８円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４６，５６８円 

⇒  手数料 ４６，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２０１分×６８．７３円／分         ＝ ８２，５４４円 

②物件費                     ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８４，８４４円 

⇒  手数料 ８４，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７９７分×６８．７３円／分         ＝ １２３，５０７円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２７，０５７円 

⇒  手数料 １２７，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５９６分×６８．７３円／分          ＝ ４０，９６３円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４２，０６３円 

⇒  手数料 ４２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，００４分×６８．７３円／分          ＝ ６９，００４円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７０，５５４円 

⇒  手数料 ７０，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７４７分×６８．７３円／分         ＝ １２０，０７１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２２，０７１円 

⇒  手数料 １２２，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５７６分×６８．７３円／分         ＝ １７７，０４８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７９，０４８円 

⇒  手数料 １７９，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，０６６分×６８．７３円／分         ＝ ２１０，７２６円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２１３，０２６円 

⇒  手数料 ２１３，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，５５７分×６８．７３円／分         ＝ ２４４，４７２円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２４８，０２２円 

⇒  手数料 ２４８，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８１１分×６８．７３円／分             ＝ ５５，７４０円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５６，８４０円 

⇒  手数料 ５６，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３５５分×６８．７３円／分          ＝ ９３，１２９円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，６７９円 

⇒  手数料 ９４，６００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，３１４分×６８．７３円／分         ＝ １５９，０４１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６１，０４１円 

⇒  手数料 １６１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３３２分×６８．７３円／分         ＝ ２２９，００８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３１，００８円 

⇒  手数料 ２３１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，９３９分×６８．７３円／分         ＝ ２７０，７２７円 

②物件費                     ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２７３，０２７円 

⇒  手数料 ２７３，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，５１７分×６８．７３円／分         ＝ ３１０，４５３円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１４，００３円 

⇒  手数料 ３１４，０００円 

 

【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，０２６分×６８．７３円／分      ＝ ７０，５１６円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７１，６１６円 

⇒  手数料 ７１，６００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３０３分×６８．７３円／分        ＝ ８９，５５５円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９１，１０５円 

⇒  手数料 ９１，１００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７０３分×６８．７３円／分      ＝ １１７，０４７円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１９，０４７円 

⇒  手数料 １１９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，７７９分×６８．７３円／分        ＝ １９１，０００円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９３，０００円 

⇒  手数料 １９３，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，６５２分×６８．７３円／分        ＝ ２５１，００１円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２５３，００１円 

⇒  手数料 ２５３，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３９０分×６８．７３円／分        ＝ ３０１，７２４円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０４，０２４円 

⇒  手数料 ３０４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５，１４３分×６８．７３円／分        ＝ ３５３，４７８円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３５７，０２８円 

⇒  手数料 ３５７，０００円  

 

【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６９１分×６８．７３円／分      ＝ １８４，９５２円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８６，０５２円 

⇒  手数料 １８６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３８３分×６８．７３円／分        ＝ ２３２，５１３円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３４，０６３円 

⇒  手数料 ２３４，０００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３５１分×６８．７３円／分      ＝ ２９９，０４４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０１，０４４円 

⇒  手数料 ３０１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２２８分×６８．７３円／分        ＝ ４２８，０５０円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３０，０５０円 

⇒  手数料 ４３０，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７，６９７分×６８．７３円／分        ＝ ５２９，０１４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５３１，０１４円 

⇒  手数料 ５３１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１０，０００㎡以上２５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９，０９０分×６８．７３円／分        ＝ ６２４，７５５円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６２７，０５５円 

⇒  手数料 ６２７，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２５，０００㎡以上のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０，３５２分×６８．７３円／分        ＝ ７１１，４９２円 

②物件費                    ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７１５，０４２円 

⇒  手数料 ７１５，０００円  

 

78



 

〇建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 

（別表３の部６の項） 

【適合証がある場合】 

・一戸建て住宅のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４５分×６８．７３円／分          ＝ ３，０９２円 

②物件費                     ＝ １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４，１４２円 

⇒  手数料 ４，１００円 

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２２１分×６８．７３円／分         ＝ １５，１８９円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６，７３９円 

⇒  手数料 １６，７００円  

 

・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００ 

㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５１０分×６８．７３円／分         ＝ ３５，０５２円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３７，０５２円 

⇒  手数料 ３７，０００円  
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・一戸建て住宅以外の建築物の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上 

１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３５分×６８．７３円／分          ＝ ６４，２６２円 

②物件費                    ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，５６２円 

⇒  手数料 ６６，５００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝ ６，９４１円 

②物件費                    ＝ １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７９分×６８．７３円／分         ＝ １２，３０２円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，８５２円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０１分×６８．７３円／分         ＝ ２０，６８７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２３７円 

⇒  手数料 ２２，２００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３３分×６８．７３円／分            ＝ ６４，１２５円 

②物件費                    ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，１２５円 

⇒  手数料 ６６，１００円  
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・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４８０分×６８．７３円／分        ＝ １０１，７２０円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０４，０２０円 

⇒  手数料 １０４，０００円  

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１９３分×６８．７３円／分          ＝ １３，２６４円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １４，３１４円 

⇒  手数料 １４，３００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２０５分×６８．７３円／分          ＝ １４，０８９円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １５，１３９円 

⇒  手数料 １５，１００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２９３分×６８．７３円／分          ＝ ２０，１３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２１，１８７円 

⇒  手数料 ２１，１００円 
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・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３２５分×６８．７３円／分          ＝ ２２，３３７円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３，３８７円 

⇒  手数料 ２３，３００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３９７分×６８．７３円／分          ＝ ２７，２８５円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２８，３３５円 

⇒  手数料 ２８，３００円 

 

・一戸建て住宅で床面積の合計が２００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４４４分×６８．７３円／分          ＝ ３０，５１６円 

②物件費                     ＝  １，０５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３１，５６６円 

⇒  手数料 ３１，５００円 

 

【適合証がない場合で、仕様基準又は誘導基準による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３７４分×６８．７３円／分          ＝ ２５，７０５円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２６，８０５円 

⇒  手数料 ２６，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６５５分×６８．７３円／分             ＝ ４５，０１８円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４６，５６８円 

⇒  手数料 ４６，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，２０１分×６８．７３円／分         ＝ ８２，５４４円 

②物件費                     ＝  ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ８４，８４４円 

⇒  手数料 ８４，８００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７９７分×６８．７３円／分         ＝ １２３，５０７円 

②物件費                     ＝   ３，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２７，０５７円 

⇒  手数料 １２７，０００円 

 

【適合証がない場合で、仕様・計算併用法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

５９６分×６８．７３円／分          ＝ ４０，９６３円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４２，０６３円 

⇒  手数料 ４２，０００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，００４分×６８．７３円／分          ＝ ６９，００４円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７０，５５４円 

⇒  手数料 ７０，５００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７４７分×６８．７３円／分         ＝ １２０，０７１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １２２，０７１円 

⇒  手数料 １２２，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，５７６分×６８．７３円／分         ＝ １７７，０４８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １７９，０４８円 

⇒  手数料 １７９，０００円 

 

【適合証がない場合で、標準計算法による場合】 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

８１１分×６８．７３円／分             ＝ ５５，７４０円 

②物件費                     ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５６，８４０円 

⇒  手数料 ５６，８００円 
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・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３５５分×６８．７３円／分          ＝ ９３，１２９円 

②物件費                     ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９４，６７９円 

⇒  手数料 ９４，６００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，３１４分×６８．７３円／分         ＝ １５９，０４１円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １６１，０４１円 

⇒  手数料 １６１，０００円 

 

・一戸建て住宅以外の住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下 

のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３３２分×６８．７３円／分         ＝ ２２９，００８円 

②物件費                     ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３１，００８円 

⇒  手数料 ２３１，０００円 

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１０１分×６８．７３円／分         ＝  ６，９４１円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝  ８，０４１円 

⇒  手数料 ８，０００円  
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・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満の 

もの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１７９分×６８．７３円／分         ＝ １２，３０２円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ １３，８５２円 

⇒  手数料 １３，８００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３０１分×６８．７３円／分         ＝ ２０，６８７円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２２，２３７円 

⇒  手数料 ２２，２００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡ 

未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

９３３分×６８．７３円／分           ＝ ６４，１２５円 

②物件費                   ＝  ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ６６，１２５円 

⇒  手数料 ６６，１００円  

 

・非住宅部分の用途が工場等の場合で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡ 

以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，４８０分×６８．７３円／分        ＝ １０１，７２０円 

②物件費                    ＝   ２，３００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １０４，０２０円 

⇒  手数料 １０４，０００円  

 

 

 

 

86



 

【適合証がない場合で、モデル建物法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，０２６分×６８．７３円／分      ＝ ７０，５１６円 

②物件費                    ＝  １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ７１，６１６円 

⇒  手数料 ７１，６００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，３０３分×６８．７３円／分        ＝ ８９，５５５円 

②物件費                    ＝  １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ９１，１０５円 

⇒  手数料 ９１，１００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

１，７０３分×６８．７３円／分      ＝ １１７，０４７円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １１９，０４７円 

⇒  手数料 １１９，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，７７９分×６８．７３円／分        ＝ １９１，０００円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １９３，０００円 

⇒  手数料 １９３，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，６５２分×６８．７３円／分        ＝ ２５１，００１円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２５３，００１円 

⇒  手数料 ２５３，０００円  
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【適合証がない場合で、標準入力法による場合】 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

２，６９１分×６８．７３円／分      ＝ １８４，９５２円 

②物件費                    ＝   １，１００円 

③合計（①＋②）                  ＝ １８６，０５２円 

⇒  手数料 １８６，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が３００㎡以上１，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

３，３８３分×６８．７３円／分        ＝ ２３２，５１３円 

②物件費                    ＝   １，５５０円 

③合計（①＋②）                  ＝ ２３４，０６３円 

⇒  手数料 ２３４，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が１，０００㎡以上２，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

４，３５１分×６８．７３円／分      ＝ ２９９，０４４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ３０１，０４４円 

⇒  手数料 ３０１，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が２，０００㎡以上５，０００㎡未満のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

６，２２８分×６８．７３円／分        ＝ ４２８，０５０円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ４３０，０５０円 

⇒  手数料 ４３０，０００円  

 

・非住宅部分で床面積の合計が５，０００㎡以上１０，０００㎡以下のもの 

①人件費（受付、書類審査、事務処理等） 

７，６９７分×６８．７３円／分        ＝ ５２９，０１４円 

②物件費                    ＝   ２，０００円 

③合計（①＋②）                  ＝ ５３１，０１４円 

⇒  手数料 ５３１，０００円  
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資料③
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令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
一
条

租
税
等
の
請
求
権
（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
十
五
項
に
規
定
す

る
租
税
等
の
請
求
権
又
は
同
法
第
百
六
十
九
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
租
税
等
の
請
求
権
を
い
い
、
同
法
第
五
十
八

条
第
三
項
に
規
定
す
る
共
助
対
象
外
国
租
税
の
請
求
権
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
免
れ
、
若
し
く

は
免
れ
よ
う
と
し
、
不
正
の
行
為
に
よ
り
そ
の
還
付
を
受
け
、
又
は
徴
収
し
て
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
す
べ
き
も

の
を
納
付
せ
ず
、
若
し
く
は
納
入
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
更
生
手
続
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生

手
続
又
は
同
法
第
百
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
手
続
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
開
始
後
懲

役
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
（
第
四
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
場
合
に
お
け
る
、
免
れ
、
若
し
く
は
免
れ
よ
う
と
し
、
還
付
を
受
け
、
又
は
納
付
せ
ず
、
若
し
く
は
納
入

し
な
か
っ
た
額
の
租
税
等
の
請
求
権
は
、
更
生
手
続
開
始
後
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
免
れ
、
若
し

く
は
免
れ
よ
う
と
し
、
還
付
を
受
け
、
又
は
納
付
せ
ず
、
若
し
く
は
納
入
し
な
か
っ
た
額
の
租
税
等
の
請
求
権
と
み

な
す
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
二
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
百
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
第
二
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
拘

禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
役
の
刑
」
と
す
る
。

（
関
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
三
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
百
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税

法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び

安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
一
条
第
三
項
（
日

本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
と
ん
税
法
第
十
四
条
、
特

別
と
ん
税
法
第
十
二
条
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
第
百
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
関
税
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る

の
は
、「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
（
刑
法
の
一
部
改
正
）
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
第
十
二
条
（
懲
役
）
に
規
定
す
る
懲
役
の
刑
」
と
す
る
。

（
国
税
通
則
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
四
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
二
百
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
税
通
則

法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
拘
禁
刑
」
と

あ
る
の
は
、「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
（
刑
法
の
一
部
改
正
）
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
二
条
（
懲
役
）
に
規
定
す
る
懲
役
の
刑
」
と

す
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
五
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
二
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮

の
刑
の
言
渡
し
は
そ
れ
ぞ
れ
拘
禁
刑
の
言
渡
し
と
、
旧
拘
留
の
刑
の
言
渡
し
は
拘
留
の
刑
の
言
渡
し
と
み
な
す
。

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
六
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
二
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
麻

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
五
十
八
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
の
言
渡
し
は
そ
れ

ぞ
れ
拘
禁
刑
の
言
渡
し
と
、
旧
拘
留
の
刑
の
言
渡
し
は
拘
留
の
刑
の
言
渡
し
と
み
な
す
。

（
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
七
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
第
四
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
海
賊

多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七
条
（
第
二
号
ヌ
及
び
ル
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
無
期
又
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
期
又
は

長
期
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
に
当
た
る
罪
と
み
な
す
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
百
八
条

刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
前
に
犯
し
た
禁
錮
以
上
の
刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
罪

に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
は
、
第
四
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法

律
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
並
び
に
第
二
十
七
条
の
十
三
第
四
項
並
び
に

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
が
定

め
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
き
起
訴
を
さ
れ
た
者
と
み
な
す
。

第
四
章

そ
の
他

（
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
百
九
条

こ
の
編
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
等
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令

で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
五
百
九
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
十
九
条
、
第
五
十
二
条
、
第
四
百
六
十
四
条
、
第
四
百
六
十
五
条
、
第
四
百
六
十
九
条
、
第
四
百
七
十
条
、

第
四
百
八
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
四
百
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定

刑
法
等
一
部
改
正
法
第
二
号

施
行
日

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
四
百
二
十
四
条
第
一
号
中
「
、
第
七
十

六
条
の
二
第
一
項
及
び
」
と
あ
る
の
は
、「
及
び
」
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
う
ち
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
十
四
章
中
第
七
十
七
条
の
前
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
懲
役
」
と
あ
る
の
は
、「
拘
禁
刑
」
と
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

金
子

恭
之

法
務
大
臣

古
川

禎
久

外
務
大
臣

林

芳
正

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

文
部
科
学
大
臣

末
松

信
介

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

農
林
水
産
大
臣

金
子
原
二
郎

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

環
境
大
臣

山
口

壯

防
衛
大
臣

岸

信
夫

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
六
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄
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令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

第
一
条
中
「
の
向
上
に
」
を
「
の
向
上
及
び
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
設
置
の
促
進
（
以

下
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
と
い
う
。
）に
」
に
、「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

を
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
を
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
」
に
改
め
、「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
、「
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
促
進
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
を
促
進
す
る
」
を
「
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
を
図
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
、
」
を
「
第
二
十
九
条
及
び
」
に
改
め
、「
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
第
一

号
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
七
条
の
四
」
を
加
え
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

削
除

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
三
章
第
五
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
節

分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
に
係
る
措
置

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を「
（
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
及
び
特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
の
努
力
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
」
に
改
め
、「
あ
っ
て
、
そ
の
」
の
下
に
「
一
年
間
に
」
を

加
え
、「
（
以
下
」
を
「
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
」
に
、「
。
以
下
」
を
「
。
同
項
に
お
い
て
」
に
、「
次

条
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
（
自
ら
が
定
め
た
共
同
住
宅
等
（
共
同
住
宅
又
は
長
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
規
格
に
基
づ
き
共
同
住
宅
等
を
新
築
し
、
こ

れ
を
分
譲
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
行
う
建
築
主
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
年
間
に
新
築
す
る
当
該
規
格
に
基
づ
く
共
同

住
宅
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
の
住
戸
の
数
が
政

令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）は
、
第
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の

新
築
す
る
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅
等
を
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
に
関
す
る

基
準
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
又
は
分
譲
型
規
格
共
同
住
宅

等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
特
定
一
戸
建
て
住

宅
建
築
主
又
は
特
定
共
同
住
宅
等
建
築
主
（
次
項
及
び
同
条
に
お
い
て
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
と
い
う
。
）
」

に
、「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
、「
向
上
」
の
下
に
「
（
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
超
え
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
を
当
該
建
築
物
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
特

定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特

定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
等
」
に
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
建
築
主
」
を

「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
分

譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
り
、「
特
定
建
築
主
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
築
主
等
」
に
、「
分
譲
型
一
戸
建
て
規

格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
六
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
節

請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
に
係
る
措
置

第
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「（
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
及
び
特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
の
努

力
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
」
に
改
め
、「
定
め
た
」

及
び
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
一
戸
建
て
の
」
を
、「
あ
っ
て
、
そ
の
」
の
下
に
「
一
年
間
に
」
を
、「
基
づ
く
」
の
下
に

「
一
戸
建
て
の
」
を
加
え
、「
「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
請
負
型
一
戸
建
て

規
格
住
宅
」
に
改
め
、「
政
令
で
定
め
る
住
宅
の
区
分
（
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
住
宅
区
分
」
と
い
う
。
）
ご

と
に
」
を
削
り
、「
。
以
下
」
を
「
。
同
項
に
お
い
て
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
を
次
条
第
一
項
」
を
「
請
負
型
一
戸

建
て
規
格
住
宅
を
同
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
（
自
ら
が
定
め
た
共
同
住
宅
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
規
格
に
基
づ
き

共
同
住
宅
等
を
新
た
に
建
設
す
る
工
事
を
業
と
し
て
請
け
負
う
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
年
間
に
新
た
に
建
設
す
る

当
該
規
格
に
基
づ
く
共
同
住
宅
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
と

い
う
。
）
の
住
戸
の
数
が
政
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
新
た
に

建
設
す
る
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
を
同
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
に
関
す
る

基
準
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
又
は
請
負
型
規
格
共

同
住
宅
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
と
い
う
。
）ご
と
に
、
特
定
一
戸

建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
又
は
特
定
共
同
住
宅
等
建
設
工
事
業
者
（
次
項
及
び
同
条
に
お
い
て
「
特
定
一
戸
建
て
住

宅
建
設
工
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を

「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

法
律
第
六
十
九
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

目
次
中
「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲

型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て

規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、「
第
四
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等（
第

三
十
四
条
慺
第
四
十
条
）
」
を

「
第
三
章
の
二

販
売
事
業
者
等
に
よ
る
建
築
物
の
販
売
等
に
係
る
措
置
（
第
三
十
三

第
四
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
三
十
四
条
慺
第

条
の
二
・
第
三
十
三
条
の
三
）

四
十
条
）

」
に
、「
第
七
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
慺
第
七
十
一
条
）
」を
「
第
六
章
の
二

建
築
物

第
七
章

雑
則
（
第
六

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置
（
第
六
十
七
条
の
二
慺
第
六
十
七
条
の
六
）

十
八
条
慺
第
七
十
一
条
）

」
に
改
め
る
。
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第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
（
そ

の
戸
数
が
第
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
数
未
満
と
な
る
住
宅
区
分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
の
一
層
の
向
上
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
の
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
建
設

工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者
等
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
り
、「
特
定
建
設
工
事
業
者
」
を
「
特
定
一
戸
建
て
住
宅
建
設
工
事
業
者

等
」
に
、「
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
等
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

販
売
事
業
者
等
に
よ
る
建
築
物
の
販
売
等
に
係
る
措
置

（
販
売
事
業
者
等
の
表
示
）

第
三
十
三
条
の
二

建
築
物
の
販
売
又
は
賃
貸
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
販
売

等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
者
（
次
項
及
び
同
条
に
お
い
て
「
販
売
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
販
売
等
を

行
う
建
築
物
に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
表
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
関
し
販
売
事
業
者
等
が
表
示
す
べ
き
事
項

二

表
示
の
方
法
そ
の
他
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
に
際
し
て
販
売
事
業
者
等
が
遵
守
す
べ
き
事

項
（
販
売
事
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
及
び
命
令
等
）

第
三
十
三
条
の
三

国
土
交
通
大
臣
は
、
販
売
事
業
者
等
が
、
そ
の
販
売
等
を
行
う
建
築
物
に
つ
い
て
前
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
表
示
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
当
該
販
売
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
販
売
等
を
行
う
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の
告
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ

て
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
関
す
る
表
示
を
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
勧
告
を
受
け
た
販
売
事
業
者
等
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
勧
告
を
受
け
た
販
売
事
業
者
等
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
係
る

措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
販
売
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
販
売
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
販
売

等
を
行
う
建
築
物
に
係
る
業
務
の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
販
売
事
業
者
等
の
事
務
所
そ
の

他
の
事
業
場
若
し
く
は
販
売
事
業
者
等
の
販
売
等
を
行
う
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
販
売
事
業
者
等
の
販
売
等
を
行

う
建
築
物
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向

上
」
に
、「
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
、「
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築

物
の
新
築
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」

を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
を
超
え
、
か
つ
、
」
を
削
り
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
の
一
層
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第

八
項
及
び
第
九
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
を
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
の
た
め
の
建
築
物
の
新
築
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章
の
二

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
け
る
措
置

（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
）

第
六
十
七
条
の
二

市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
一
定
の
区
域
で
あ
っ
て
、
建
築

物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
そ
の
他
の
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
永
続

的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
利
用
に
資
す
る
設
備
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
以
下
「
建

築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

設
備
の
設
置
の
促
進
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
六
十
七
条
の
六
に
お
い
て
「
促
進
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

促
進
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
の
位
置
及
び
区
域

二

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
に
お
い
て
建
築
物
へ
の
設
置
を
促
進
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
設
備
の
種
類
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
を
設
置
す
る

建
築
物
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
五
項
、
第
五
十
五
条
第
三
項
又
は
第

五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
（
第
五
項
及
び
第
六
十
七
条
の
六
に
お
い
て
「
特
例
対
象
規
定
」
と
い
う
。）
の
適
用

を
受
け
る
た
め
の
要
件
に
関
す
る
事
項

３

促
進
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
設
置

に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お

け
る
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
設
置
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

４

市
町
村
は
、
促
進
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進

区
域
内
の
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

市
町
村
は
、
促
進
計
画
を
作
成
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
に
定
め
よ
う
と
す
る
第
二
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
特
例
対
象
規

定
に
よ
る
許
可
の
権
限
を
有
す
る
特
定
行
政
庁
（
建
築
基
準
法
第
二
条
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁
を

い
う
。
）
と
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

市
町
村
は
、
促
進
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
三
項
の
規
定
は
、
促
進
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
の
建
築
主
等
へ
の
支
援
）

第
六
十
七
条
の
三

促
進
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
（
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
計
画
作
成
市
町
村
」

と
い
う
。
）
は
、
建
築
物
へ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
設
置
を
促
進
す
る
た
め
、
建
築
物
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
の
建
築
主
等
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
主
の
努
力
）

第
六
十
七
条
の
四

建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お
い
て
は
、
建
築
主
は
、
そ
の
建
築
又
は

修
繕
等
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
の
建
築
物
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
設
備
に
係
る
説
明
）

第
六
十
七
条
の
五

建
築
士
は
、
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
計
画
作
成
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
の
建
築
で
当
該
条
例
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
に
係
る
設
計
を
行
う

と
き
は
、
当
該
設
計
の
委
託
を
し
た
建
築
主
に
対
し
、
当
該
設
計
に
係
る
建
築
物
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
て
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
設
計
の
委
託
を
し
た
建
築
主
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
を
要
し
な
い

旨
の
意
思
の
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

建
築
士
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
代
え
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
建
築
主
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
士
は
、
当
該
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
建
築
基
準
法
の
特
例
）

第
六
十
七
条
の
六

促
進
計
画
が
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
建
築
物
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
促
進
区
域
内

の
建
築
物
に
対
す
る
特
例
対
象
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
中
「
定

め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
も
の
又
は
同
法
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
促
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
条
第
二
項

第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
次
条
第
五
項
第
四
号
、
第
五
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特

例
適
用
要
件
」
と
い
う
。）
に
適
合
す
る
建
築
物
」
と
、
同
法
第
五
十
三
条
第
五
項
第
四
号
、
第
五
十
五
条
第
三
項

及
び
第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
も
の
又
は
特
例
適
用
要
件
に
適
合
す
る
建

築
物
」
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」

に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
六
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
建
築
主
等
」
の
下
に
「
及
び
建
築
士
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
主
は
、
そ
の
建
築
（
建
築
物
の
新
築
、
増
築
又
は
改
築
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
建
築
物

に
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
一
層
の
向
上
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
（
第
二
条
第
二
項
の

条
例
で
付
加
し
た
事
項
を
含
む
。
次
章
第
一
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
建
築
物
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
超
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
当
該
建
築
物
に
お
い
て
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
図

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
七
条
の
四
」
を
「
次
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六

十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

建
築
士
は
、
建
築
物
の
建
築
又
は
修
繕
等
に
係
る
設
計
を
行
う
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
設
計
の
委
託
を
し
た
建
築
主
に
対
し
、
当
該
設
計
に
係
る
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
そ
の
他

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
資
す
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
を
削
る
。

第
七
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条

第
五
十
一
条
（
第
六
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ

の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

２

第
六
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
の
業
務
又
は
評
価
の
業
務
の
停
止
の
命
令
に

違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
七
十
三
条
中
「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
七
十
四
条
中
「
又
は
第
三
十
三
条
第
三
項
」
を
「
、
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
三
十
三
条
の
三
第
三
項
」
に

改
め
、「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
七
十
五
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
第

三
十
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
三
条
の
三
第
四
項
」
を
加
え
、「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

及
び
第
三
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」
に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
者
」

を
「
と
き
。」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
中
「
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
七
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
七
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
十
項
中
「
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、 「

第
一
節

特
定
建
築
物
の
建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等
（
第
十
一
条
慺

第
二
節

一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
確
保

第
三
節

特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
認
定
等
（
第
二

第
四
節

小
規
模
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
評
価
及
び

第
十
八
条
）

に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
十
九
条
慺
第
二
十
二
条
）

十
三
条
慺
第
二
十
六
条
）

説
明
（
第
二
十
七
条
）

」
を
「
第
一
節

建
築
主
の
基
準
適
合
義
務
等
（
第
十
条
慺

第
二
十
条
）」
に
、「
第
五
節
」
を
「
第
二
節
」
に
、「
第
二
十
八
条
慺
第
三
十
条
」
を
「
第
二
十
一
条
慺
第
二
十
三
条
」

に
、「
第
六
節
」
を
「
第
三
節
」
に
、「
第
三
十
一
条
慺
第
三
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
慺
第
二
十
六
条
」
に
、「
第
三

章
の
二
」
を
「
第
四
章
」
に
、「
第
三
十
三
条
の
二
・
第
三
十
三
条
の
三
」
を
「
第
二
十
七
条
・
第
二
十
八
条
」
に
、

「
第
四
章

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
三
十
四
条
慺
第
四
十
条
）

第
五
章

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
係
る
認
定
等
（
第
四
十
一
条
慺
第
四
十
三
条
）
」
を
「
第
五
章

建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
等
（
第
二
十
九
条
慺
第
三
十
五
条
）
」に
、「
第
四
十
四
条
慺
第
六
十
条
」

を
「
第
三
十
六
条
慺
第
五
十
二
条
」
に
、「
第
六
十
一
条
慺
第
六
十
七
条
」
を
「
第
五
十
三
条
慺
第
五
十
九
条
」
に
、

「
第
六
章
の
二
」
を
「
第
七
章
」
に
、「
第
六
十
七
条
の
二
慺
第
六
十
七
条
の
六
」
を
「
第
六
十
条
慺
第
六
十
四
条
」

に
、「
第
七
章
」
を
「
第
八
章
」
に
、「
第
六
十
八
条
慺
第
七
十
一
条
」
を
「
第
六
十
五
条
慺
第
六
十
八
条
」
に
、「
第
八

章
」
を
「
第
九
章
」
に
、「
第
七
十
二
条
慺
第
七
十
九
条
」
を
「
第
六
十
九
条
慺
第
七
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
一
定
規
模
以
上
の
」
を
削
る
。
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第
八
条
中
「
確
保
」
を
「
向
上
」
に
改
め
、「
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
を
勘
案
し
て
」
を
削
り
、
同

条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
の
建
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
」

を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
」に
改
め
、「
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
を
勘
案
し
て
」

を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
の
建
築
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
」

を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
」に
改
め
、「
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
を
勘
案
し
て
」

を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
三
章
第
一
節
の
節
名
中
「
特
定
建
築
物
の
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
物
の
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
主
は
、
建
築
物
の
建
築
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

規
模
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
建
築
物
（
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
増
築
又
は
改
築
を
す
る
建
築
物
の
部
分
）
を
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
建
築
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
六
条
第

一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
又
は
同
法

第
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
及
び
同
法
第
七
条
の
五
に
規
定
す
る
同
号
に
掲
げ
る
建
築

物
の
建
築
の
工
事
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
五

項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
七
条
の
三
第
四
項
、
第
五
項
若
し
く
は
第
七
項
若
し
く
は
第
七
条
の
四
第
一
項
、
第
三

項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
又
は
同
法
第
十
八
条
第
十
七
項
、
第
十
八
項
、
第
二
十
項
、
第
二
十
一
項
若
し
く
は

第
二
十
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
章
第
一
節
中
第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
特
定
建
築
行
為
を
」
を
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基

準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
建
築
（
建
築
基
準
法
第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物

の
建
築
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
特
定
建
築
行
為
」

と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
要
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
確

認
特
定
建
築
行
為
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
（
増
築
又
は
改
築
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改
築
を
す
る
建
築
物
の
部
分
）
」
に
改
め
、「
計
画
を
い
う
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
」
を
加
え
、「
（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）」
を
削
り
、
同
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
要
確
認
特
定
建
築
行
為
が
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
こ
と
が
比
較
的
容

易
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
特
定
建
築
行
為
」
を
「
要
確
認
特
定
建
築
行
為
」に
、「
所
管
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」

を
「
提
出
し
て
所
管
行
政
庁
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
後

段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
二
条
第
六
項
中
「
特
定
建
築
行
為
」
を
「
要
確
認
特
定
建
築
行
為
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
建
築
主
は
、
」

を
削
り
、「
特
定
建
築
行
為
」
を
「
要
確
認
特
定
建
築
行
為
」
に
改
め
、「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
は
」
を
加
え
、「
、
前
項
の
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
を
当
該
建
築

主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
特
定
建
築
行
為
」
を
「
要
確
認
特
定

建
築
行
為
（
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
特

定
建
築
行
為
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
建
築
基
準
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
要
す
る
も
の
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
要
通
知
特
定
建
築
行
為
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
要
通
知
特
定
建
築
行
為
が
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
行
う
こ
と
が
比
較
的
容

易
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
特
定
建
築
行
為
」
を
「
要
通
知
特
定
建
築
行
為
」
に
、「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し
、

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
を
求
め
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
三
条
第
六
項
中
「（
非
住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
特
定
建
築
行
為
」
を

「
要
通
知
特
定
建
築
行
為
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
国
等
の
機
関
の
長
は
、
」
を
削
り
、「
お
い
て
」
の
下
に

「
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
は
」
を
加
え
、「
、
前
項
の
適
合
判
定
通
知
書
又

は
そ
の
写
し
を
当
該
建
築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
特
定
建
築

行
為
」
を
「
要
通
知
特
定
建
築
行
為
（
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
物
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
実
施
等
」
を
「
実
施
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま

で
」
を
「
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
」
に
、「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
三

条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」

に
、「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、「
、「
第
十
五
条
第
一
項
」
を「
「
第
十
四
条
第
一
項
」に
改
め
、

「
者
」
と
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
三
項
中
「
同
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
た

だ
し
書
」
と
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
六
条
を
削
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
物
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
又
は
前
条
」
を
「
第
十

三
条
」
に
、「
特
定
建
築
物
の
」
を
「
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築
物
の
」
に
、「
に
、
特
定
建
築
物
」
を
「
に
、
当
該
建
築
物
」
に
、「
特
定
建
築
物
、
」
を
「
当

該
建
築
物
、」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
八
条
及
び
第
三
章
第
二
節
並
び
に
同
章
第
三
節
の
節
名
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

建
築
主
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
建
築
物
の
建
築
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
築
物
が
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
た
め

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対

し
、
当
該
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を「
前
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
が
建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
、「
第
二
十
七
条
を
除
き
、
以
下
単
に
」
を
「
以

下
」
に
、「
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
前
条
第
一
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、「
同
条
第
一
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
七
条
と
す
る
。
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第
二
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
特
殊
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
の
特
殊
」
に
、「
第
二
十
三
条
第

一
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
、「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
建
築
物
は
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み

な
す
。

第
二
十
五
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
の
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九

条
と
し
、
第
三
章
第
一
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
適
用
除
外
）

第
二
十
条

こ
の
節
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

居
室
を
有
し
な
い
こ
と
又
は
高
い
開
放
性
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
空
気
調
和
設
備
を
設
け
る
必
要
が
な
い
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物

二

法
令
又
は
条
例
の
定
め
る
現
状
変
更
の
規
制
及
び
保
存
の
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建

築
物

三

仮
設
の
建
築
物
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

第
三
章
第
四
節
を
削
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
挒
ま
で
」
を
「
挓
ま
で
」
に
、「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
、「
第
五
十

条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項

第
二
号
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
四
号
中
「
第
五
十
条
」
を
「
第
四
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
四
十
七
条
を
第
三
十
九
条

と
す
る
。

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
」
に

改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
四
十
五
条
各
号
」
を
「
第
三
十
七
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
一

条
と
し
、
第
五
十
条
を
第
四
十
二
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
五
十
二
条
を
第
四
十
四
条
と
す

る
。第

五
十
三
条
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
は
、
判
定
業
務
規
程
を
変
更
す
る
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る

判
定
の
業
務
の
開
始
の
日
ま
で
に
、
変
更
後
の
判
定
業
務
規
程
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
三
条
を
第
四
十
五
条
と
す
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
第
七
十
九
条
第
二
号
」
を
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
七
十
六
条

第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
し
、
第
五
十
五
条
を
第
四
十
七
条
と
す
る
。

第
五
十
六
条
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
八
条

と
す
る
。

第
五
十
七
条
中
「
第
五
十
二
条
」
を
「
第
四
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
九
条
と
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条
と
す
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
一
条
と
す
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
四
十
五
条
各
号
」
を
「
第
三
十
七
条
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
四

十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四

十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第

四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二

項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
」
を
「
第
四
十
五
条

第
四
項
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、「
を
同
項
」
を
「
を
次
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
、「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
」
に
、「
を
同
項
」
を
「
を
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
三
章
第
五
節
中
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、

第
二
十
九
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
三
十
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
三
章
第
五
節
を
同
章
第
二
節
と
す
る
。

第
三
章
第
六
節
中
第
三
十
一
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
三
章
第
六
節
を
同
章
第
三
節
と
す
る
。

第
三
章
の
二
中
第
三
十
三
条
の
二
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と

し
、
第
四
章
中
第
三
十
四
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中「
第

十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条

と
す
る
。

第
三
十
七
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、「
以
下
」
を
「
次
条
及
び
第
三
十
五
条
に

お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十
八
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
第
三
十
四
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
二
十
九
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十

五
条
と
す
る
。

第
五
章
を
削
り
、
第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
二
を
第
四
章
と
す
る
。

第
四
十
四
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
単
に
」
を
削
り
、
第
六
章
第
一
節
中

同
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
四
号
中
「
第
六
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す

る
。第

四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
条
の
適
合
性
判
定
員
が
」
を
「
第
四
十
二
条
の
適
合
性
判
定
員
が
」
に

改
め
、
同
号
イ
中
「
挒
ま
で
」
を
「
挓
ま
で
」
に
、「
特
定
建
築
物
の
区
分
」
を
「
建
築
物
の
区
分
」
に
改
め
、
同
号

イ
挒
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
号
イ
挒
を
同
号
イ
挓
と
し
、
同
号
イ
挑
中
「
特
定
建
築
物
」

を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
号
イ
挑
を
同
号
イ
挒
と
し
、
同
号
イ
挐
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、

同
号
イ
挐
を
同
号
イ
挑
と
し
、
同
号
イ
挏
中
「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に
改
め
、
同
号
イ
挏
を
同
号
イ
挐
と

し
、
同
号
イ
挎
中
「
合
計
が
」
の
下
に
「
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
」
を
加
え
、「
特
定
建
築
物
」
を
「
建
築
物
」
に

改
め
、
同
号
イ
挎
を
同
号
イ
挏
と
し
、
同
号
イ
に
挎
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

挎

床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
建
築
物

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定

を
行
う
建
築
物
の
棟
数
を
八
百
二
十
で
除
し
た
数
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第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
単
に
」
を
削
り
、「
第
二
十

三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
」
を

「
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
」
に
、「
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
九
条
並
び
に
第
五
十
一

条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
一
条
並
び
に
第
四
十
三
条
か
ら
第
五

十
一
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

前
条
第
二
項
第
二
号

第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号

第
四
十
条
第
二
項

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま

で

第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四

条
及
び
第
五
十
五
条

第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書

第
三
十
七
条
各
号

第
五
十
四
条
各
号

第
四
十
三
条

適
合
性
判
定
員

第
五
十
六
条
の
評
価
員

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま

で
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、

第
五
十
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条

第
一
項
及
び
第
二
項

判
定
の
業
務

評
価
の
業
務

第
四
十
五
条

判
定
業
務
規
程

評
価
業
務
規
程

第
四
十
八
条

第
三
十
八
条
第
一
項
各
号

第
五
十
五
条
第
一
項
各
号

令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

第
六
章
第
二
節
中
第
六
十
一
条
を
第
五
十
三
条
と
す
る
。

第
六
十
二
条
第
一
号
中
「
第
四
十
五
条
第
一
号
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六

十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
四
条
と
し
、
第
六
十
三
条
を
第
五
十
五
条

と
し
、
第
六
十
四
条
を
第
五
十
六
条
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
第
六
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十

四
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
、
第
四

十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
は
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を

「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
」
を
「
第
四
十
六
条

第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
三
条

第
三
項
、
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
」
を
「
第
四
十
五
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
又
は
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
九
条
第
一
項
」

を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
し
よ
う
と
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
六

十
七
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
第
六
十
七
条
の
六
」
を
「
第
六
十
四
条
」
に
改
め
、
第
六
章

の
二
中
同
条
を
第
六
十
条
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
三
中
「
第
六
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
一
条

と
し
、
第
六
十
七
条
の
四
を
第
六
十
二
条
と
し
、
第
六
十
七
条
の
五
を
第
六
十
三
条
と
す
る
。

第
六
十
七
条
の
六
中
「
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
六
十
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
四
条
と

し
、
第
七
章
中
第
六
十
八
条
を
第
六
十
五
条
と
し
、第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
一
条
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
（
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
条
第
二
項
又
は
第
六
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
五
十
七

条
第
二
項
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
。

第
七
十
三
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
条
と
す
る
。

第
七
十
四
条
中
「
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
三
条
第
三
項
又
は
第
三

十
三
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
三
項
、
第
二
十
六
条
第
三
項
又
は
第
二
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
七
十
一
条
と
す
る
。

第
七
十
五
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
四
項
、

第
三
十
三
条
の
三
第
四
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
二

十
六
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
十
八
条

第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

条
第
二
号
と
し
、
同
条
を
第
七
十
二
条
と
す
る
。

第
七
十
六
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
七

条
第
一
項
（
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
十
五
条
第
二
項

（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
項
（
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、

同
条
第
四
号
中
「
第
五
十
九
条
第
一
項
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
（
第
五
十
三
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
四
条
と
す
る
。

第
七
十
八
条
中
「
第
七
十
二
条
第
二
項
又
は
第
七
十
三
条
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
又
は
第
七
十
条
」に
改
め
、

同
条
を
第
七
十
五
条
と
す
る
。

第
七
十
九
条
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
二
項
（
第
五
十
三

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
四
条
第
一
項
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
一
項

（
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
五
十
四
条
第
二
項
各
号
（
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
各
号

（
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
六
条
と
す
る
。

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
二
を
第
七
章
と
す
る
。

附
則
第
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で

削
除

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
住
宅
に
あ
つ
て
は
七
分
の
一
以
上
、
そ
の
他
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、「
お
い

て
」
の
下
に
「
居
室
の
種
類
に
応
じ
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
三
項
中
「
及
び
第
六
項
」
を
「
並
び
に
第
六
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
、「
第
六
項
の
政
令
で
定

め
る
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
又
は
共
同
住
宅
若
し
く
は
老
人
ホ
ー
ム
等
の
共
用
の
廊
下
若
し
く
は
階
段
の
用
に
供

す
る
」
を
「
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
政
令
で
定
め
る
昇
降
機
の
昇
降
路
の

部
分
又
は
共
同
住
宅
若
し
く
は
老
人
ホ
ー
ム
等
の
共
用
の
廊
下
若
し
く
は
階
段
の
用
に
供
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る

建
築
物
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

政
令
で
定
め
る
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分

二

共
同
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部
分

三

住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
に
設
け
る
機
械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
（
給
湯
設
備
そ
の
他
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
建
築
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、
市
街
地
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ

が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、

安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の

第
五
十
二
条
第
十
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
次
条
第
五
項

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る
建
築
物
の
部

分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
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第
五
十
三
条
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る
建

築
物
の
部
分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の

第
五
十
五
条
第
四
項
中
「
規
定
は
、
」の
下
に
「
第
三
項
又
は
」
を
加
え
、「
場
合
に
」
を
「
場
合
に
つ
い
て
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、「
一
に
」
を
「
い
ず

れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
（
太
陽
光
、
風
力
そ
の
他
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
う
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て

永
続
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）の
利

用
に
資
す
る
設
備
の
設
置
の
た
め
必
要
な
屋
根
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る
建
築
物
の
部
分
に
関
す

る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
特
定

行
政
庁
が
低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
高
さ

は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
た
高
度
地
区
内
に
お
い
て
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
に
資
す
る
設
備
の
設
置
の
た
め
必
要
な
屋
根
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る

建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の
で
あ
つ
て
、
特
定
行
政
庁
が
市
街
地
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
高
さ
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
最
高
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
六
条
第
一
項
中
「
に
建
築
さ
れ
る
」
を
「
に
お
い
て
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
八
十
六
条
の
四
に
お
い
て
「
建
築
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
」
に
、「
建
築
さ
れ
る
も
の
」
を
「
建
築

等
を
す
る
も
の
」
に
、「
の
う
ち
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
、「
認
め
る
も
の
」
を
「
認
め
る
と
き
は
、
当
該
一
又
は
二
以

上
の
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建
築
物
が
建
築
さ
れ
る
」
を
「
お
い
て
建
築
物
の
建
築
等
を
す
る
」
に
、

「
当
該
区
域
内
に
存
す
る
こ
と
と
な
る
」
を
「
と
き
は
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
建

築
さ
れ
る
」
を
「
お
い
て
建
築
等
を
す
る
」
に
、「
の
う
ち
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
、「
も
の
に
つ
い
て
は
、
」
を
「
と
き

は
、
当
該
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
に
対
す
る
」
に
、「
当
該
建
築
物
」
を
「
当
該
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
建
築
物
が
建
築
さ
れ
」
を
「
お
い
て
建
築
物
の
建
築
等
を
し
」
に
、「
存
す
る
こ
と
と
な
る
」

を
「
お
け
る
」
に
、「
建
築
さ
れ
る
」
を
「
当
該
建
築
等
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
申
請
し
よ
う
と
す
る
」

を
「
申
請
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
建
築
を
、
」
を
「
建
築
等
を
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
建
築
し
よ
う
」

を
「
新
築
し
、
又
は
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
、
改
築
、
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の

模
様
替
（
位
置
又
は
構
造
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て
「
増
築
等
」
と

い
う
。
）
を
し
よ
う
」
に
、「
当
該
建
築
物
」
を
「
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
を
、
」
を
削
り
、「
建
築
し
よ
う
」
を
「
お
い
て
、
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以

外
の
建
築
物
を
新
築
し
、
又
は
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
等
を
し
よ
う
」
に
、「
当
該
建
築
物
」
を
「
当

該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
建
築
し
よ
う
」
を
「
新
築
し
、
又
は
一
敷
地
内

許
可
建
築
物
に
つ
い
て
増
築
等
を
し
よ
う
」
に
、「
当
該
建
築
物
」
を
「
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
申
請
し
よ
う
と
す
る
」
を
「
申
請
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
四
各
号
中
「
建
築
す
る
」
を
「
建
築
等
を
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第

四
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
第
四
項
中
「
第
三
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条

建
築
基
準
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
の
二
中
「
第
九
号
の
三
ロ
」
の
下
に
「
及
び

第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
の
二
イ
中
「
主
要
構
造
部
が
」
を
「
主
要
構
造
部
の
う
ち
、

防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
「
特
定
主
要
構
造
部
」
と

い
う
。
）
が
、」
に
改
め
、
同
号
イ
挏
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第

五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
六
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、「
第
六
条
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
」
を
「
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
六
第
二
項
中
「
こ
の
項
及
び
次
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
、
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
に
、「
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
規
模
」
を
「
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
規
模
」
に
、「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
ほ
か
、
二
以
上
の
階
数
を
有
し
、
又
は
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
建
築
物

第
六
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と

し
、
同
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」に
改
め
、

同
条
第
六
項
中
「
第
六
条
の
三
第
一
項
の
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
計
画
に
係
る
確
認
審
査
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
確
認
審
査
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
確
認
審
査
を
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る

確
認
審
査
の
区
分
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
建
築
主
事
が
す
る
と
き
又
は
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
が
当
該
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
第
七
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
の

確
認
検
査
員
に
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
の
う
ち
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に

従
つ
た
構
造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と

に
係
る
部
分
で
あ
つ
て
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
特
定
増
改

築
構
造
計
算
基
準
の
う
ち
確
認
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
の
確
認
審
査

二

当
該
建
築
物
の
計
画
（
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級

建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級

建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
確
認
審
査
（
前
号
に
掲
げ
る
確
認
審
査
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
六
条
の
四
第
一
項
第
三
号
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
六
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
の
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
四
項
本
文
中
「
審
査
」
の
下
に
「（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
審
査
」
と
い
う
。
）
」を
加
え
、

同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
当
該
建
築
物
の
計
画
に
係
る
審
査
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
審
査
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審
査

を
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
に

応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
建
築
主
事
が
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
建
築
物
の
計
画
が
特
定
構
造
計
算
基
準
の
う
ち
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に

従
つ
た
構
造
計
算
で
同
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と

に
係
る
部
分
で
あ
つ
て
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
特
定
増
改
築
構

造
計
算
基
準
の
う
ち
審
査
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

の
審
査
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二

当
該
建
築
物
の
計
画
（
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級

建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級

建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。
）が
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
（
前
号
に
掲
げ
る
審
査
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
八
条
第
五
項
中
「
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
十
四
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
の
」
を
「
若

し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
」
を
「
木
造

の
」
に
、「
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
」
を
「
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
も
の

又
は
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
」
に
、「
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
」
を
「
木
造
以
外
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
の

う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
そ
の
主
要
構
造
部
（
床
、
屋
根
及
び
階
段
を

除
く
。
）
を
石
造
、
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
無
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構

造
と
し
た
建
築
物
で
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築

物
を
除
く
」
を
「（
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。）
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築

物
（
木
造
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
主
要
構
造
部
を
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
を
」
に
、「
主
要
構
造
部
に
」
を
「
特
定
主
要

構
造
部
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
」
を
「
そ
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の

建
築
物
の
部
分
又
は
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
防
火
設
備
を
通
常
の
火
災
時
に
お
け
る
火
熱
が
当
該
建
築
物

の
周
囲
に
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政
令

で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と

し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

第
二
十
三
条
中
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
」
を
「
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二

十
三
条
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
」
に
、「
同
条
各
号
」
を
「
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、「
の

う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
削
り
、「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
（
同
条
の
階
段
、
出
入
口

そ
の
他
の
避
難
施
設
及
び
排
煙
設
備
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
八
十
七
条

第
四
項
に
お
い
て
「
階
段
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
三
十
五
条
の
敷
地
内
の
避
難
上
及
び
消

火
上
必
要
な
通
路
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）、
第
三
十
六
条
（
同

条
の
防
火
壁
及
び
防
火
区
画
の
設
置
及
び
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い

て
「
防
火
壁
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条

第
一
項
」
を
、「
第
六
十
一
条
」
の
下
に
「
、
第
六
十
二
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
第
二
十
条
又
は
」

を
「
に
よ
り
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
」
に
、「
同
条
の
技
術
的
基
準

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
「
階
段
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
」
に
、「
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
十
七
条
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
）
、
第
三
十
六
条
（
防
火
壁
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
（
政
令
で
定
め
る
防
火
区
画
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
六
十
一
条
」
に
、「
第
二
十
条
又
は
第
三
十
五
条
に
」
を
「
こ
れ
ら

の
規
定
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
各
号
」
を
「
同
条
第
三
号
」
に
改
め
、「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
の
下

に
「
、
第
三
十
五
条
（
同
条
の
廊
下
並
び
に
非
常
用
の
照
明
装
置
及
び
進
入
口
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
政
令

で
定
め
る
も
の
（
第
八
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
廊
下
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
三
十
五
条
の
二
」
を
加
え
、「
又
は
第
三
十
六
条
」
を
「
、
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又

は
第
三
十
七
条
」
を
加
え
る
。

第
八
十
七
条
第
四
項
中
「
（
第
三
十
五
条
」
を
「（
第
二
十
七
条
又
は
第
三
十
五
条
（
階
段
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）」
に
、「
第
三
十
五
条
の
三
又
は
第
三
十
六
条
（
」
を
「
第
三
十
五
条
（
廊
下
等
に
関
す
る
技

術
的
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
三
又
は
第
三
十
六
条
（
」
に
改
め
、「
に
よ

り
」
の
下
に
「
第
二
十
七
条
、
」
を
加
え
、「
、
第
三
十
五
条
の
三
又
は
第
三
十
六
条
の
」
を
「
（
階
段
等
に
関
す
る
技
術

的
基
準
及
び
廊
下
等
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
三
十
五
条
の
二
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で

の
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
の
四
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改

め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、

「
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
」
を
「
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
及
び
第
三
十
六

条
」
を
「
、
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、「
（
昇
降
機
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
七
条
」
を
加
え
、

「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
の
二
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
号
ま
で
の
」
を
「
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
各
区
画
の
」
を
「
各
区
画
に
お
け
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

防
火
上
有
効
な
構
造
の
防
火
壁
又
は
防
火
床
に
よ
つ
て
他
の
部
分
と
有
効
に
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
部
分
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
当
該
建
築
物
の
特
定
部
分
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
部
分
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
第
二
条
第

九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
有
す
る
も
の
に
係
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の

特
定
部
分
及
び
他
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
部
分
を
同
項
第
一
号
に
該
当

す
る
建
築
物
と
み
な
す
。

一

当
該
特
定
部
分
の
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
又
は
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
挏
に
規
定
す
る

性
能
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二

当
該
特
定
部
分
の
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
も

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と

し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

第
四
十
一
条
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
及
び

第
三
号
の
建
築
物
」
を
「
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
木
造
以
外
の
建
築
物
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と
し

て
政
令
で
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建
築
物
の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。
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令和  年  月   日 金曜日 ( 号外第    号)官 報

（
建
築
士
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
項
中
「
、「
軒
の
高
さ
」
」を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
左
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
中
同
様
と
す
る
」
を
「
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
オ
ー
デ
イ
ト
リ
ア
ム
」
を
「
オ
ー
デ
ィ
ト
リ
ア
ム
」
に
、「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
」
を
「
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
地

階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
れ擤

ん擤

瓦
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ツ
ク
造
若
し
く

は
」
を
「
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
又
は
」
に
、「
、
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー

ト
ル
を
こ
え
る
」
を
「
を
超
え
る
も
の
、
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上

で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
え
、
且
つ
」
を
「
超
え
、
か
つ
」
に
、「
以
上
の
」
を
「
以
上
で
あ
る
」
に

改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
若
し
く
は
前
号
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

住
宅
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。）
の
向
上
を
主
た

る
目
的
と
す
る
住
宅
の
改
良
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

第
十
四
条
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
か
ら

第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
十
三
条
に

お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
建
築
物
の
建
築
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
そ

の
工
事
に
着
手
し
た
建
築
物
の
建
築
に
関
し
て
当
該
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
の
た
め
に
第
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
建
築
主
、
国
等
の

機
関
の
長
及
び
所
管
行
政
庁
が
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
そ
の
工
事
に
着
手
す
る
建
築
物
の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
又
は
大
規
模
の
模
様
替
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規

定
に
つ
い
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

附
則
第
五
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
六
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
一
条
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
題
名
の
改
正
規
定
、
同
法
の
目
次
の
改

正
規
定
（
「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲

型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建

て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）
、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第

三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
四
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同

法
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
一
条
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
題
名
の
改
正
規
定
、
同
法
の
目
次
の
改

正
規
定
（
「
特
定
建
築
主
の
新
築
す
る
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
」
を
「
分
譲
型
一
戸
建
て
規
格
住
宅
及
び
分
譲

型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
、「
特
定
建
設
工
事
業
者
の
新
た
に
建
設
す
る
請
負
型
規
格
住
宅
」
を
「
請
負
型
一
戸
建

て
規
格
住
宅
及
び
請
負
型
規
格
共
同
住
宅
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第

三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え

る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
四
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
及
び
同

法
第
七
十
八
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
条
（
建
築
基
準
法
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
十
七
号
の
改
正

規
定
を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
六
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
二
条
第
十
四
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
一
条

に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
六
条
の
七
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
七
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及

び
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、「
同
項
第
四
号
」
を
「
同

項
第
三
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
七
条
の
規
定
並
び
に

附
則
第
四
条
、
第
八
条
（
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
第
百
五
十
五
号
の
二

掴
の
改
正
規
定
（
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）及
び
同
号
掵
の
改
正

規
定
（
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
第
九
条
の
規

定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
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（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

登
録
免
許
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
五
十
五
号
の
二
掴
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
掵
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の

向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
百
八
十
六
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
が
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
を
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
指
定
に
よ
り
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
、「
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
百
六
十
四

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
を
さ
れ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
」
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
の
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
（
前
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
百
八
十
五
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
に
、「
同
項
第
一

号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

電
気
通
信
事
業
者
以
外
の
者
が
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
指
定
を
さ
れ
た
場
合
に
お

け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
旨
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
新
た
に
指
定
を
さ
れ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
」
と
す
る
。

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
四
年
六
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

（
国
土
交
通
省
設
置
法
等
の
一
部
改
正
）

第
九
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

一

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号

二

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
十
条
第
九
項
及
び
第
十
項

並
び
に
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
項
及
び
第
九
項

三

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六

十
八
号
）
第
四
百
十
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
中
「
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
六
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
又
は

第
二
号
」
に
、「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
五
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
六
項
第
一
号
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
並
び
に
同
項

第
二
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
九
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第

三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
を
削
る
。

第
五
十
四
条
第
八
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一

条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
削
る
。

（
調
整
規
定
）

第
十
三
条

施
行
日
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
第
四
百
十
八
条
の
う
ち
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る

法
律
第
四
十
五
条
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
第
四
十
五
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
七
条
第
三
号
」
と
、
同

法
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
七
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
九
条
」
と
す
る
。

総
務
大
臣

金
子

恭
之

法
務
大
臣

古
川

禎
久

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
律
第
七
十
号

電
気
通
信
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
を
「
電
気
通
信
事
業
者
等
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
、「
利
用
者
」
を
「
利
用
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

利
用
者

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ

電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
（
以
下
「
第
三
号
事
業
」

と
い
う
。
）
を
営
む
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
者

ロ

電
気
通
信
事
業
者
又
は
第
三
号
事
業
を
営
む
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
（
こ
れ
ら
の
者
が
営
む
電
気
通
信
事
業

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
を
受
け
る
者
（
イ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
七
条
中
「
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

電
話
に
係
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
第
一
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
」

と
い
う
。）

二

高
速
度
デ
ー
タ
伝
送
電
気
通
信
役
務
（
そ
の
一
端
が
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
及

び
こ
れ
と
一
体
と
し
て
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
符
号
、
音
響
又
は
影
像
を
高
速
度
で
送
信
し
、

及
び
受
信
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
（
専
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
用
い
て
他
人
の
通
信
を

媒
介
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
第
百
十
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
（
以
下
「
第
二
号
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。）

第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
」
及
び
「
（
電
気
通

信
事
業
者
と
の
間
に
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
を
締
結
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、「
当
該

区
域
内
」
を
「
そ
の
伝
送
路
設
備
が
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
」
に
改
め
、「
占
め
る
」
の
下
に
「
割
合
と
し
て

第
三
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
」
を
加
え
、「
当
該
区
域
に
お
い
て
」
を
削
り
、「
こ

れ
と
一
体
と
し
て
」
を
「
当
該
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
こ

の
号
」
を
「
こ
の
ニ
」
に
改
め
る
。
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第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
建
築
物
の
建
築
の
規
模
）

第
三
条

法
第
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
建
築
物
の
建
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
（
内
部
に
間
仕
切

壁
又
は
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
有
し
な
い
階
又
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て

常
時
外
気
に
開
放
さ
れ
た
開
口
部
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
開
口
部
の
面
積
の
合
計
の
割
合
が
当
該
階
又
は

そ
の
一
部
の
床
面
積
の
二
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
の
床
面
積
を
除
く
。
）
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
二

号
」
を
「
第
二
十
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
条
第
三
号
」に
改
め
、

同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八

条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一

条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条

第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
条
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条

第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附
則
第
二
条
を
削
り
、
附
則
第
一
条
の
見
出
し
及
び
条
名
を
削
る
。

（
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
「
整
理
等
」
を
「
整
理
、
地
域
生
物
多
様
性
増
進
活
動
の
促
進
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

地
域
生
物
多
様
性
増
進
活
動
（
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
。
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
地
域
生
物
多
様
性
増
進
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
地
域
生
物
多
様
性
増
進
活
動
を
い
う
。
）
の
促
進
に
必
要
な
情
報
の
収
集
、

整
理
、
分
析
及
び
提
供
並
び
に
同
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
十
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
地
域
生
物
多
様
性
増
進
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
務
に
限

る
。
）
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境

大
臣

附
則
第
七
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

（
都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

都
市
緑
地
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
七
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

緑
地
確
保
指
針
は
、
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和

六
年
法
律
第
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

農
林
水
産
大
臣

坂
本

哲
志

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

環
境
大
臣

伊
藤

太
郎

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
六
年
四
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
百
七
十
一
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
六
年
四
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

政
令
第
百
七
十
二
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

令
を
制
定
す
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
同
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三

十
八
号
）
第
百
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号
）
」
を
削
り
、「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
と
す
る
。

総
務
大
臣

松
本

剛
明

法
務
大
臣

小
泉

龍
司

財
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

松
本

剛
明

経
済
産
業
大
臣

藤

健

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
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